
開発許可申請手続フローチャート
内容 申請者（代理人） まちづくり政策課開発指導係 関係課 標準処理期間

※開発許可以外の手続きについても、事前相談は必須となります。

※標準処理期間には、補正を要する期間、市の休日、関係機関と協議を要する期間などは含まれません。
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必要部数添えて申請

受取依頼 意見回答

提出
相談票の提出 受付及び調査

調査

意見まとめ確認

事前協議申請書の提出 受付

書類審査

確認依頼

意見回答

許可等の見込み・関係

課意見回答（口頭）

書類配布

審査依頼

意見まとめ・事前協議結果

通知書作成
事前協議結果通知書の受取

関係課と事前協議意見に

ついて調整

事前協議の意見に対する回

答書の作成

開発許可申請書の提出

※必要があれば法３２条協

議書も同時提出

調整 調整

法３２条同意書取得

※国県道や県河川に接する

など市以外の公共施設管理

者の同意が必要な場合のみ

・受付及び書類審査

（補正依頼）

・関係課書類審査及び法

３２条同意（協議）依頼

申請（補正）

補正依頼

・書類審査（補正依頼）

・法３２条同意（協議）

補正依頼

審査依頼

許可通知書作成許可通知書受取

工事着手届出書提出 受付

受付 検査準備

工事完了検査

完了検査立会依頼

検査済証作成

工事完了届出書提出

検査済証受取

受取依頼

提出

提出

受取依頼


